
「インフルエンザ予防接種 補助券」利用方法 

①「インフルエンザ予防接種契約医療機関一覧表」より接種を 

受けたい医療機関を選ぶ。 

 ＊一覧表に記載がない医療機関で接種された場合は、健保の補助対象 

  健保の補助はありません。一覧表は、随時更新され 

  ます。当健保 HP にてご確認ください。 

    

 

 

②希望する契約医療機関に事前に電話予約する。 

 ＊希望日時、対象者の年齢、健康保険組合名など 

  を伝えて予約の可否を確認してください。 

  接種期間：令和５年１０月１日～令和６年１月３１日  

 

   

 

 

インフルエンザ 

予防接種の予約を

お願いします。 

③「インフルエンザ予防接種 補助券」に必要事項を 

  記入する。 

 ＊接種する方全員（当健保の加入者に限る）分ご記入ください。 

   

 

 

④当日、「インフルエンザ予防接種 補助券」と「保険証」を 

 契約医療機関に持参して接種を受ける。 

 ＊接種する方全員（当健保の加入者に限る）分の補助券と 

   保険証をご持参ください。忘れると全額自己負担となります。 

   

 ⑤契約医療機関の窓口で自己負担分を支払う。 

 ＊一人当たり、インフルエンザ予防接種費用－１，５００円を 

  お支払いください。接種費用は、医療機関毎に異なります。 

  事前に医療機関にご確認ください。  

  二回目以降の接種は全額自己負担となります。 

 

 ダイワボウ健康保険組合 

 

 


